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教育委員会臨時会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多賀城市教育委員会 



令和７年第５回教育委員会臨時会議事日程 

 

                  令和７年１２月１０日（水） 

                  午後６時  開 会 

多賀城市役所北庁舎５階 502会議室 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

 

日程第２ 議事 

(1) 議案第３０号  多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関す 

る条例について 

 

日程第３ その他 



議案第３０号  

 

多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

について  

 多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を次のとお

り制定するものとする。  

 

  令和７年１２月１０日提出  

 

多賀城市教育委員会   

教育長  市岡  良庸   
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議 案 第 ６ ３ 号  

 

多 賀 城 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限の 特 例 に 関 す る 条 例

に つ い て  

多賀 城市 教育 に関 する 事務 の職 務権 限の 特例 に関 する 条例 を次 のと お

り 制 定 す る も の と す る 。  

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出   

 

                    多 賀 城 市 長  深 谷  晃 祐   
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議案第３０号関係資料



多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例  

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３１年 法 律 第 １ ６ ２

号） 第２ ３条 第１ 項の 規定 によ り、 教育 委員 会の 権限 に属 する 事務 の う

ち、 文化 財の 保護 に関 する こと につ いて は、 市長 が管 理し 、及 び執 行 す

る も の と す る 。  

附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第６３号及び第６４号関係資料 

 

多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例及び同条例

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

１ 制定の趣旨 

  国宝指定された多賀城碑、復元した多賀城南門、ガイダンス施設等を活用するだ

けにとどまらず、その特性を生かした地域振興を一体的に行い、次世代につなげ

ていくこととし、文化財の保護に関する事務を教育委員会から市長部局に移管す

るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

に基づく多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を制定するも

の 

  併せて、同条例の施行に伴い、市長部局の分掌事務に文化財の保護に関する事務

を加える等、関係条例について所要の改正を行うため、多賀城市教育に関する事

務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制

定するもの 

 

２ 多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について 

(1) 制定する条例の内容 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第１項の規定により、教育

委員会の権限に属する事務のうち、文化財の保護に関することについては、市長

が管理し、及び執行することとするもの 

(2) 施行期日 

 令和８年４月１日 

 

３ 多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例について 

(1) 改正する条例の内容 

 ア 多賀城市行政組織条例（平成７年多賀城市条例第１２号） 

   市長の権限に属する事務について、文化財の保護に関することを企画経営

部の分掌事務として追加するもの（第１条関係） 

 イ 多賀城市職員定数条例（昭和３５年多賀城市条例第３号） 

   市の機関に常時勤務する一般職の職員定数について、市長及び教育委員会

両部局間で同数の人員調整を行うこととし、市長部局の職員定数を３８７

人から４０４人と、教育委員会部局の職員定数を６０人から４３人とするも
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の（第２条関係） 

 ウ 多賀城市文化財保護条例（昭和４７年多賀城市条例第１５号） 

   文化財の指定及び指定解除、文化財保護委員会への諮問並びに文化財所有

者への指導及び助言の主体を教育委員会から市長に改めるもの（第３条関係） 

 エ 多賀城市埋蔵文化財調査センター条例（昭和６１年多賀城市条例第２３号） 

   埋蔵文化財調査センターの設置及び管理の主体を教育委員会から市長に改

めるとともに、当該改定に必要な規定の整理を行うもの（第４条関係） 

 オ 多賀城跡ガイダンス施設条例（令和７年多賀城市条例第７号） 

    多賀城跡ガイダンス施設の設置及び管理の主体を教育委員会から市長に改め

るとともに、当該改定に必要な規定の整理を行うもの（第５条関係） 

(2) 附則 

ア 施行期日  

令和８年４月１日 

イ 多賀城市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置 

この条例の施行の日前に第３条の規定による改正前の多賀城市文化財保護

条例第３条の規定により教育委員会がした多賀城市指定文化財の指定は、第３

条の規定による改正後の多賀城市文化財保護条例第３条の規定により市長がし

た多賀城市指定文化財の指定とみなすもの 

ウ 多賀城市埋蔵文化財調査センター条例の一部改正に伴う経過措置 

この条例の施行の日前に第４条の規定による改正前の多賀城市埋蔵文化財

調査センター条例第６条の規定に基づく管理について教育委員会がした指定管

理者の指定は、第４条の規定による改正後の多賀城市埋蔵文化財調査センター

条例第６条の規定に基づく管理について市長がした指定管理者の指定とみなす

もの 
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議 案 第 ６ ４ 号  

 

多 賀 城 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限の 特 例 に 関 す る 条 例

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について  

多賀 城市 教育 に関 する 事務 の職 務権 限の 特例 に関 する 条例 の施 行に 伴

う関係条例の整備に関する条例を次のとおり制定するものとする。  

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出  

 

                    多 賀 城 市 長  深 谷  晃 祐   
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多 賀 城 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限の 特 例 に 関 す る 条 例

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例  

（多賀城市行政組織条例の一部改正）  

第１ 条  多賀 城市 行政 組織 条例 （平 成７ 年多 賀城 市条 例第 １２ 号） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第２条企画経営部の項に次の１号を加える。  

  (10) 文化財の保護に関すること。  

 （ 多 賀 城 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第２ 条  多賀 城市 職員 定数 条例 （昭 和３ ５年 多賀 城市 条例 第３ 号） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２条 第１ 号中 「３ ８７ 人」 を「 ４０ ４人 」に 改め 、同 条第 ５号 中

「 ６ ０ 人 」 を 「 ４ ３ 人 」 に 改 め る 。  

（多賀城市文化財保護条例の一部改正）  

第３ 条  多賀 城市 文化 財保 護条 例（ 昭和 ４７ 年多 賀城 市条 例第 １５ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ３条 中「 多賀 城市 教育 委員 会（ 以下 「教 育委 員会 」と いう 。） 」

を 「 市 長 」 に 改 め る 。  

 第４条及び第５条中「教育委員会」を「市長」に改める。  

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中

「教育委員会規則」を「規則」に改める。  

第７ 条か ら第 ９条 まで の規 定中 「教 育委 員会 」を 「市 長」 に改 める 。  

第１１条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。  

 （多賀城市埋蔵文化財調査センター条例の一部改正）  
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第４ 条  多賀 城市 埋蔵 文化 財調 査セ ンタ ー条 例（ 昭和 ６１ 年多 賀城 市 条

例第２３号）の一部を次のように改正する。  

  第１ 条中 「地 方教 育行 政の 組織 及び 運営 に関 する 法律 （昭 和３ １ 年

法律第１６２号）第３０条及び」を削る。  

 第６条中「教育委員会」を「市長」に改める。  

 第 ７条 中「 教育 委員 会規 則そ の他 教育 委員 会」 を「 規則 その 他市 長 」

に 改 め る 。  

第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。  

（多賀城跡ガイダンス施設条例の一部改正）  

第５ 条  多賀 城跡 ガイ ダン ス施 設条 例（ 令和 ７年 多賀 城市 条例 第７ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第１ 条中 「地 方教 育行 政の 組織 及び 運営 に関 する 法律 （昭 和３ １ 年

法律第１６２号）第３０条及び」を削る。  

 第 ５条 第２ 項、 第６ 条第 ２項 、第 ８条 及び 第９ 条中 「教 育委 員会 」

を 「 市 長 」 に 改 め る 。  

 第１０条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（多賀城市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  この 条例 の施 行の 日前 に第 ３条 の規 定に よる 改正 前の 多賀 城市 文 化

財保 護条 例第 ３条 の規 定に より 教育 委員 会が した 多賀 城市 指定 文化 財

の指 定は 、第 ３条 の規 定に よる 改正 後の 多賀 城市 文化 財保 護条 例第 ３
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条の規定により市長がした多賀城市指定文化財の指定とみなす。  

（多賀城市埋蔵文化財調査センター条例の一部改正に伴う経過措置）  

３  この 条例 の施 行の 日前 に第 ４条 の規 定に よる 改正 前の 多賀 城市 埋 蔵

文化 財調 査セ ンタ ー条 例第 ６条 の規 定に 基づ く管 理に つい て教 育委 員

会が した 指定 管理 者の 指定 は、 第４ 条の 規定 によ る改 正後 の多 賀城 市

埋蔵 文化 財調 査セ ンタ ー条 例第 ６条 の規 定に 基づ く管 理に つい て市 長

が し た 指 定 管 理 者 の 指 定 と み な す 。  
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議案第６４号関係資料 

 

多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例新旧対照表 

第１条の規定による改正（多賀城市行政組織条例の一部改正） 

新 旧 

多賀城市行政組織条例 多賀城市行政組織条例 

平成７年１２月２２日 平成７年１２月２２日

条例第１２号 条例第１２号

第１条 略 第１条 略 

（分掌事務） （分掌事務） 

第２条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 第２条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部 略 総務部 略 

企画経営部 企画経営部 

(1)～(9) 略 (1)～(9) 略 

(10) 文化財の保護に関すること。  

保健福祉部 略 保健福祉部 略 

都市産業部 略 都市産業部 略 

以下 略 以下 略 
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第２条の規定による改正（多賀城市職員定数条例の一部改正） 

新 旧 

多賀城市職員定数条例 多賀城市職員定数条例 

昭和３５年４月１日 昭和３５年４月１日

条例第３号 条例第３号

第１条 略 第１条 略 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は５０２人とし、機関別

の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

第２条 職員の定数は５０２人とし、機関別

の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 ４０４人 (1) 市長の事務部局の職員 ３８７人 

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略 

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の

所管に属する学校その他の教育機関の職

員 ４３人 

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の

所管に属する学校その他の教育機関の職

員 ６０人 

(6)・(7) 略 (6)・(7) 略 

以下 略 以下 略 
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第３条の規定による改正（多賀城市文化財保護条例の一部改正） 

新 旧 

多賀城市文化財保護条例 多賀城市文化財保護条例 

昭和４７年６月２０日 昭和４７年６月２０日

条例第１５号 条例第１５号

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略 

（指定） （指定） 

第３条 市長              

        は、国又は県の指定する

文化財以外で市の区域内に存する文化財の

うち、特に保存及び活用の必要があると認

めるものがあるときは、多賀城市指定文化

財に指定すること（以下「市指定文化財」

という。）ができる。 

第３条 多賀城市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）は、国又は県の指定する

文化財以外で市の区域内に存する文化財の

うち、特に保存及び活用の必要があると認

めるものがあるときは、多賀城市指定文化

財に指定すること（以下「市指定文化財」

という。）ができる。 

（所有者の同意） （所有者の同意） 

第４条 市長   が文化財の指定を行うと

きは、当該文化財の所有者の申請によるも

ののほか、所有者及び権限に基づく占有者

（以下「所有者」という。）の同意を得な

ければならない。 

第４条 教育委員会が文化財の指定を行うと

きは、当該文化財の所有者の申請によるも

ののほか、所有者及び権限に基づく占有者

（以下「所有者」という。）の同意を得な

ければならない。 

（指定の解除） （指定の解除） 

第５条 市長   は、指定した文化財が市

指定文化財としての価値を失つた場合、そ

の他特別な事由が生じたときは、その指定

を解除することができる。 

第５条 教育委員会は、指定した文化財が市

指定文化財としての価値を失つた場合、そ

の他特別な事由が生じたときは、その指定

を解除することができる。 

（文化財保護委員会） （文化財保護委員会） 

第６条 市長   の諮問に応じ、市指定文

化財の指定及び解除並びに文化財の保存活

用に関する重要事項について調査審議する

ため、多賀城市文化財保護委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

第６条 教育委員会の諮問に応じ、市指定文

化財の指定及び解除並びに文化財の保存活

用に関する重要事項について調査審議する

ため、多賀城市文化財保護委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 前２項に定めるもののほか、委員会の組

織及び運営に関し必要な事項は、規則  

   で定める。 

４ 前２項に定めるもののほか、委員会の組

織及び運営に関し必要な事項は、教育委員

会規則で定める。 

（告示及び通知） （告示及び通知） 

第７条 市長   は、第３条の規定による 第７条 教育委員会は、第３条の規定による
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指定をしたとき、又は第５条の規定により

指定を解除したときは、その旨を告示する

とともに所有者に通知しなければならな

い。 

指定をしたとき、又は第５条の規定により

指定を解除したときは、その旨を告示する

とともに所有者に通知しなければならな

い。 

（所有者の管理義務） （所有者の管理義務） 

第８条 第３条の規定により、指定を受けた

文化財の所有者は、市長   の指示に従

い、その文化財を災害、盗難、現状変更の

防止に留意し、管理しなければならない。 

第８条 第３条の規定により、指定を受けた

文化財の所有者は、教育委員会の指示に従

い、その文化財を災害、盗難、現状変更の

防止に留意し、管理しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

（指導及び助言） （指導及び助言） 

第９条 市長   は、市指定文化財の所有

者に対して、その管理及び保存につき必要

な指導及び助言を行うことができる。 

第９条 教育委員会は、市指定文化財の所有

者に対して、その管理及び保存につき必要

な指導及び助言を行うことができる。 

第１０条 略 第１０条 略 

（規則への委任） （規則への委任） 

第１１条 この条例の施行について必要な事

項は、規則     で別に定める。 

第１１条 この条例の施行について必要な事

項は、教育委員会規則で別に定める。 

附則 略 附則 略 
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第４条の規定による改正（多賀城市埋蔵文化財調査センター条例の一部改正） 

新 旧 

多賀城市埋蔵文化財調査センター

条例 

多賀城市埋蔵文化財調査センター

条例 

昭和６１年１２月１６日 昭和６１年１２月１６日

条例第２３号 条例第２３号

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、          

                

            地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１項の規定に基づき、埋蔵文化財調査セン

ターの設置及び管理に関し必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及

び 運 営 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ３ １ 年 法 律

第 １６２号）第３０条及び地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１項の規定に基づき、埋蔵文化財調査セン

ターの設置及び管理に関し必要な事項を定

めるものとする。 

第２条～第５条 略 第２条～第５条 略 

 （指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第６条 市長   は、地方自治法第２４４

条の２第３項に規定する指定管理者（以下

「指定管理者」という。）に多賀城市埋蔵

文化財調査センターの管理に関する業務の

うち、次に掲げる業務を行わせることがで

きる。 

第６条 教育委員会は、地方自治法第２４４

条の２第３項に規定する指定管理者（以下

「指定管理者」という。）に多賀城市埋蔵

文化財調査センターの管理に関する業務の

うち、次に掲げる業務を行わせることがで

きる。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長   

が必要と認める業務 

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会

が必要と認める業務 

（指定管理者の管理の基準） （指定管理者の管理の基準） 

第７条 指定管理者が前条各号に掲げる業務

を行う場合は、指定管理者は、法令、この

条例、この条例に基づく規則その他市長 

       が定めるところに従い、多

賀城市埋蔵文化財調査センターの管理を行

わなければならない。 

第７条 指定管理者が前条各号に掲げる業務

を行う場合は、指定管理者は、法令、この

条例、この条例に基づく教育委員会規則そ

の他教育委員会が定めるところに従い、多

賀城市埋蔵文化財調査センターの管理を行

わなければならない。 

（委任） （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、セン

ターの管理運営に関し必要な事項は、市長

   が定める。 

第８条 この条例に定めるもののほか、セン

ターの管理運営に関し必要な事項は、教育

委員会が定める。 

附則 略 附則 略 
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第５条の規定による改正（多賀城跡ガイダンス施設条例の一部改正） 

新 旧 

多賀城跡ガイダンス施設条例 多賀城跡ガイダンス施設条例 

令和７年３月７日 令和７年３月７日

条例第７号 条例第７号

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、          

                   

           地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第１

項の規定に基づき、特別史跡多賀城跡附寺

跡に係るガイダンス施設の設置及び管理に

関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第

１６２号）第３０条及び地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第１

項の規定に基づき、特別史跡多賀城跡附寺

跡に係るガイダンス施設の設置及び管理に

関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条～第４条 略 第２条～第４条 略 

（開館時間） （開館時間） 

第５条 略 第５条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、市長   が

必要があると認めるときは、開館時間を変

更することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が

必要があると認めるときは、開館時間を変

更することができる。 

（休館日） （休館日） 

第６条 略 第６条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、市長   が

必要があると認めるときは、休館日を変更

し、又は臨時に休館日を定めることができ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が

必要があると認めるときは、休館日を変更

し、又は臨時に休館日を定めることができ

る。 

第７条 略 第７条 略 

（入館の制限等） （入館の制限等） 

第８条 市長   は、次の各号のいずれか

に該当すると認める者については、多賀城

跡ガイダンス施設への入館を拒み、又は退

館を命ずることができる。 

第８条 教育委員会は、次の各号のいずれか

に該当すると認める者については、多賀城

跡ガイダンス施設への入館を拒み、又は退

館を命ずることができる。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長   

の指示に従わない者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、教育委員会

の指示に従わない者 

（損害賠償義務） （損害賠償義務） 

第９条 施設等を毀損し、又は滅失した者は、

その損害を賠償しなければならない。ただ

第９条 施設等を毀損し、又は滅失した者は、

その損害を賠償しなければならない。ただ
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し、市長   がやむを得ない事由がある

と認めるときは、その全部又は一部を免除

することができる。 

し、教育委員会がやむを得ない事由がある

と認めるときは、その全部又は一部を免除

することができる。 

（委任） （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、多

賀城跡ガイダンス施設の管理及び運営に関

し必要な事項は、規則     で定める。

第１０条 この条例に定めるもののほか、多

賀城跡ガイダンス施設の管理及び運営に関

し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則 略 附則 略 
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